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加入者・事業主の皆さまへ　～ 職場の皆さまで回覧をお願いします ～
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いわて健康経営宣言で魅力的な職場づくり!いわて健康経営宣言で魅力的な職場づくり!

健康経営®を始めるチャンス!

■お問い合わせ先 TEL 019-604-9018 （企画総務グループ）

いわて健康経営宣言に登録するには?

いわて健康経営宣言の詳細、
登録用紙のダウンロード・
印刷についてはこちら ▼ ▼ ▼

糖尿病合併症
（腎不全の場合）

一人当たりの
年間医療費※

透析による定期通院
（週3回程度）

片麻痺・言語障害・記憶
障害といった後遺症

片麻痺・言語障害・記憶
障害といった後遺症

再発の不安

生活習慣病の重症化による医療費と入院日数

脳出血

脳梗塞

心筋梗塞

177万円

540万円

112万円

195万円

46.2日

156日
（通院日数）

35.5日

17.9日

入院日数※ 罹患後の負担

※糖尿病合併症以外は全日本病院協会2009年1～3月診療アウトカム評価分析
結果より引用　糖尿病合併症は腎不全による人工透析の場合を想定し月額45
万円として年間医療費を試算　通院日数については週3回の通院×52週とし
て通院日数を試算して通院日数を試算

出典：平成24年東京都保険者協議会医療費分析部会 「医療費の分析とその活用」

登録用紙をFAXまたは郵送にてご提出ください。
FAX ▶ 019-604-9117
郵送 ▶ 〒020-8508　協会けんぽ　宛て

ご担当者様へ

協会けんぽ岩手支部では、職場の健康づくりに取り組む事業所様をサポートする、

「いわて健康経営宣言」 事業を行っています。
協会けんぽ岩手支部では、職場の健康づくりに取り組む事業所様をサポートする、

「いわて健康経営宣言」 事業を行っています。

生活習慣に起因する疾病は、働き盛りの

40～50代の従業員が多く発症しています。
治療のため、従業員が欠けることは、中小企業に

とって大きなダメージとなってしまいます。
貴社も 「いわて健康経営宣言」 に登録し、

元気な職場づくりに取り組みましょう!

※ 「健康経営®」 とは、従業員の健康を重要な経営資源と捉え、従業員の健康維持・増進に取り組む経営手法のことです。
　 「健康経営®」 はNPO法人健康経営研究会の登録商標です。

健康経営®は将来への投資です!

企業の
イメージアップ

従業員の定着

生産性向上

リスク
マネジメント

●長く働いてくれる人材を確保したい
●企業のイメージアップを図りたい

それならば健康経営®に
チャレンジしてはいかがでしょうか



〒020-8508 盛岡市中央通1-7-25
朝日生命盛岡中央通ビル2階
（代表） 019-604-9009

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/

お問い合わせはこちらまで

全国健康保険協会 岩手支部
協会けんぽ

※このお知らせは保険料納入告知書に同封しているため、協会けんぽに
加入されていない事業所様にも送付されています。該当しない事業所様
には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解をお願いいたします。
なお、お問い合わせは協会けんぽ岩手支部までお願いいたします。

【知りたい情報募集中!】
食事や運動・病気など、健康に関して
知りたい情報を教えてください! 「いわて健康情報ポータルサイト」 で検索!

●栄養・食生活 （適量バランス弁当 など）
●生活習慣 （いわて健康経営認定事業所一覧 など）
●介護予防 （フレイル予防について など）
●岩手の食文化 （うちの郷土料理 など）
●脳卒中予防 （脳卒中予防寸劇 など）　　情報は随時追加・更新予定

【お問合せ先】
岩手県保健福祉部健康国保課　電話：019-629-5495　Eメール：AD0003@pref.iwate.jp

健康にいきいき暮らしていくヒントとなる情報をまとめたポータルサイトです。健康にいきいき暮らしていくヒントとなる情報をまとめたポータルサイトです。

いわて健康情報ポータルサイトがオープンしましたいわて健康情報ポータルサイトがオープンしました

ジェネリック医薬品に関するお知らせをお送りします

■お問い合わせ先 TEL 019-604-9018 （企画総務グループ）

岩 手 県 か ら の お 知 ら せ

わんこきょうだい
そばっち

メールマガジン配信中!!

毎月健康に関する情報をタイムリーに配信!

協会けんぽ　岩手　メルマガ 検 索検 索

ご登録は 「協会けんぽ岩手支部」 HPまたは右記の
二次元バーコードからお願いいたします！

もし、協会けんぽの加入者の皆さまが全て
ジェネリック医薬品に切り替えると

使用割合が100%になった場合

合計約4,300億円※の
医療費の軽減が見込めます。

未来の子どもたちのために今後もジェネリック医薬品を。

ジェネリック医薬品の使用は

日本の医療保険制度の
維持につながります。

※現在一部のジェネリック医薬
品におきまして、供給不足や
欠品が生じており、切り替え
を希望されても難しい場合が
あります。

新様式の申請書の使用をお願いします新様式の申請書の使用をお願いします
　協会けんぽでは、給付金の迅速なお支払い等を目的として、令和5年1月に申請書の様式変
更を行いました。令和5年10月から旧様式は廃止（使用不可）となりますので、新様式の申請
書の使用をお願いします。各種申請書は右の二次元コードよりダウンロードいただけます。

お知らせをお送りする方
◆主に生活習慣病や慢性疾患などの先発医薬品を長期間服用されている方
◆お薬代の自己負担軽減額が一定額以上見込まれる方
※加入者（被保険者）の方の住所へ直接送付いたします。 ※すべての加入者様に通知されるものではありません。

送付時期
令和５年
８月下旬

ジェネリック医薬品に切り替えたい場合は?

医師または薬剤師に
ご相談ください。


